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  地方公共団体における長時間勤務者に 

対する医師による面接指導の実施率向上に向けた取組 

 
 

１ 面接指導通知発出時における面接指導対象者への配慮 

【福島県】 

 所属長に面接指導の対象職員を通知する際に、面接指導時の服務については、職務に専

念する義務を免除する取扱いとすることを併せて周知することで、対象者が受診し易い

ように配慮している。 

【大阪府】《Ｐ３参照》 

 所属長に面接指導の実施を通知することで、所属長から対象職員に面接指導を受診す

るように指導している。また、出先機関に所属する職員が本庁に赴いて医師による面接指

導を実施する際は、出張扱いとすることで医師による面接指導は業務の一環であるとい

う意識を持って受診するように促している。 

【大阪府守口市】 

 所属長及び対象者に対して、長時間労働による健康リスクを面接指導の実施通知と併

せてお知らせしている。また、対象者から面接の候補日を複数提示してもらい、産業医と

日程調整を柔軟に行えるようにすることで、対象者が面接に来ないという事態の防止を

図っている。 

 

 

２．庁内 LAN等を活用した長時間労働による健康障害防止への意識啓発 

【岩手県】 

 月の時間外勤務時間数について基準を超えた職員がいる場合には報告するよう、毎月、

全所属に対しイントラネットにより周知しており、あわせて、長時間勤務者に対する医師

による面接指導に該当する要件について掲示することで、健康確保措置の周知・啓発を図

っている。 

【北海道栗山町】 

 長時間勤務者に対する医師の面接指導に該当する要件をイントラネット内の掲示板に

常時掲載することで、日頃から職員の目に留まるように整備している。 

【愛知県小牧市】《Ｐ４参照》 

パソコン立ち上げ時の画面にポップアップとして、産業医の資格を持つ相談員との面

接制度（面接時間や制度の利用方法等）が表示されるように変更し、常日頃から職員の目

に留まるよう、制度を周知している。 

【大阪府八尾市】 

長時間労働の縮減のため、定期的に安全衛生担当部局がお便りを発行し、全課室にメー

ルで送付することで、職員に長時間労働による健康リスクや「過労死等の防止のための対

策に関する大綱」について周知・啓発を実施している。 
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３．事前問診票、チェックリスト等の活用 

【静岡県静岡市】 

① 月に 80時間を超える時間外勤務を行った職員全員を対象に、「職員の疲労蓄積度 

自己診断チェックリスト」、「家族による職員の疲労蓄積度チェックリスト」及び「長

時間勤務職員保健指導問診票」への回答を求めるとともに、所属長には「長時間勤務

に対するチェックリスト」への回答を求めている。その後、産業医が必要と判断した

職員に対し医師による面接指導を実施している。 

② 月に 45 時間を超える時間外勤務を引き続き３月行った職員の所属長に対し、「長時

間勤務に対するチェックリスト」への回答を求め、健康への配慮が必要と認められる職員

に対して、産業医による面接指導を勧奨している。 

【大分県大分市】《Ｐ５参照》 

医師による面接指導の対象となる要件を５段階に設定しており、段階によって事前に

配付する資料の組み合わせを変更している。 

面接指導の対象となる要件 配付資料 

①月 100 時間以上の時間外勤務者 ・面接指導実施通知 

・長時間労働による健康障害防止のための 

面接指導自己チェック票 

・健康リスクについてのチラシ 

※医師による面接指導の対象者であることを通知し、

受診するように指導 

②２～６月平均で月 80 時間を超える時間外勤務者 

③月 80 時間を超える時間外勤務者 ・面接指導勧奨通知 

・長時間労働による健康障害防止のための 

面接指導自己チェック票 

・健康リスクについてのチラシ 

※医師による面接指導を受診するように勧奨 

④６月連続で月 45 時間を超える時間外勤務者 

⑤２～６月平均で月 45 時間を超える時間外勤務者 

 

・健康リスクについてのチラシ 

※長時間労働が健康に及ぼすリスクについて周知 

注：③～⑤については、本人の申出がある場合又は産業医が面接指導の必要があると判断した場合に対象となる。 

 

 

４．オンライン会議システムの活用 

【大阪府】《Ｐ３参照》 

出先機関の職員については、医師の面接指導を着実に実施するため、オンライン会議シ

ステムを活用して、リモートによる面接指導を実施している。また、対象者との問診票の

やりとりも、医師の面接指導へ円滑に繋がるように、事前にメールにて行っている。 

【福岡県】 

面接指導の日程調整をする際に、同時にリモートでの面接の希望も募ることで、出先機

関の職員も面接指導を受診し易い環境を整備している。 
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事例１）面接指導通知発出時における面接指導対象者への配慮、オンライン会議システム

の活用 

○ 対象者あての通知文 

  

 出先機関に所属する職員が本庁に赴いて医師による面接指導を実施する際は出張扱

いとすること、また、出先機関の職員についてはオンライン会議システムを活用で

きることを対象者あての通知に記載している事例。 
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事例２）庁内 LAN等を活用した長時間労働による健康障害防止への意識啓発 

①ポップアップチラシその１ 

 

②ポップアップチラシその２ 

 

  

 パソコン立ち上げ時の画面にポップアップとして、産業医の資格を持つ相談員との面

接制度（面接時間や制度の利用方法等）を表示し、職員に制度を周知している事例。 
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事例３）事前問診票、チェックリスト等の活用 

○健康リスクについてのチラシ 

 

 医師による面接指導に該当する要件に応じて、配付する資料を分けており、その中

でも、職員ごとに現在の健康リスクを認識させるために配付しているチラシの例。 


